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～ はじめに ～ 
 
 地方分権①一括法の施行により、地方の裁量は拡大する一方で、急激な少子・

高齢化の進展や厳しい経済状況による町税の大幅な減収、地方交付税制度②の改

革などにより、町財政はこれまでにない厳しい環境下に置かれております。 
 加えて、行財政基盤の強化と行政改革の切り札として推進してきた、近隣自

治体との合併は諸般の事情によって実現が困難となったところであります。 
 これにより、当面は、単独町制のもとで住民へのサービス水準の維持と質の

向上を着実に実現していくためには、行財政運営の一層の簡素・効率化の推進

が喫緊の課題であります。 
 本町においては、これまで改革を推し進めてきたところでありますが、この

ような町政を取り巻く諸情勢のめまぐるしい変化の中で、町民のニーズや新た

な行政課題に適切に対処できる行財政運営体制を確立するための指針として本

大綱を策定し、改革の実践と行政サービスの向上に全職員が一丸となって取り

組んでいくこととしたものであります。 
 
 

 

 

 

 

～ 新たな大綱の策定にあたって ～ 
 
 平成１１年３月に改定した大綱に基づいて諸改革の推進に努めてきたところ

でありますが、地方分権の進展や国、地方を通じた厳しい財政状況などに加え、

行政改革に対して、住民の厳しい視線が向けられております。 
こうした中、国では「地方公共団体における行政改革のための新たな指針」

を策定し、新たな視点に立って不断の取り組みを求めていることから、これま

で以上に計画的な行政改革を推進し、住民へのサービス水準の維持・向上に努

めていく必要があります。 
 この度、策定いたしました大綱では、現下の状況に対応するため「効率的で

わかりやすい組織体制の在り方」、「人材育成の推進と職員定数の適正管理」、

「厳しい環境下でも持続可能な財政基盤の確立方策」、「町有施設の効率的な

管理と経営の健全化」を重点項目として、点検・見直しを進めることとしたも

のであります。 
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１ 基 本 理 念  
 

「効率的な行財政運営と住民サービスの向上を目指して」 
 

２ 基 本 方 針  
 
基本理念のもと、次の４つの柱を基本方針として、住民との協働により集

中的に実施する。 
 

 ① 簡素でわかりすい組織体制への再編整備 
 
 
 ② 職員の意識改革と定数等の適正化 
 
 
 ③ 持続可能な財政基盤の確立 
 
 
 ④ 公の施設管理の効率化と経営改善 
 
 
３ 行政改革の実施方法  
 
 ① 実施期間 

   平成１７年度から平成２１年度までの５年間とする。 
 

 ② 行政改革の進行管理 

   行政改革の進行管理は、総務課で行うこととし、行政改革推進本部を中

心に全庁的な体制で推進する。 
   また、実施計画の策定にあたっては、住民や議会等からの意見、提案を

反映させるものとする。 
 

 ③ 実施計画等の公表 

   実施計画及び実施状況については、各年度毎に公表するものとする。 
 
 ④ 大綱の改定 

   実施期間中における社会経済情勢の変化等によって、新たな課題に対応

する必要が生じたときには、適切な改定を行う。 
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４ 行政改革の主要事項  
 
（1）簡素でわかりやすい組織体制への再編整備 

 
  社会情勢の変化などにより多様化・高度化する行政課題を的確に把握し、

迅速で質の高い行政サービスの提供を実行できる、簡素でわかりやすい組

織・機構の構築を図っていくものとする。 

 
 ① 役場組織等の再編 

  ○ 組織再編の推進 
   ・教育委員会事務局の再編（Ｈ17年度 ２課制を１局に再編） 
   ・組織の追加再編（事業担当部門 など） 
  ○ ワンストップ化③などの促進と業務の効率化 
   ・所管業務の見直し（福祉業務の一元化 など） 
   ・事務執行規則④等の見直し（決裁区分 など） 
   ・窓口時間等の見直し（戸籍等の受付時間の延長、能登有料道路通行券

の取扱い場所を４公民館に設置 など） 
  ○ 重点施策に対応できる組織機能の強化 
   ・防災、徴収業務、少子高齢化対策の担当部門などの強化 
  ○ 公民館機能の向上などの検討（再編整備 など） 
  ○ 公の施設の管理運営体制等の点検 
   ・指定管理者制度⑤の導入に向けた調査・検討（Ｈ18年度に制度導入予定） 
 
 ② 人事制度の改革 

  ○ わかりやすい職制への改革 
   ・現行職制の在り方の検討 

  ○ 人事評価制度の点検、昇任試験制導入に向けた研究 
  ○ 登用の在り方の検討 
   ・能力、成果を重視した登用 
 
 ③ 組織の活性化 

  ○ 業務担当期間の平準化 
  ○ 職員提案制度⑥の充実と積極的な採用 

  ○ グループ制の活用 
  ○ 各課等に行革担当を置く 
  ○ 服務管理の徹底 
  
 
 

 4



 ④ 事務事業の効率化 

   継続的に実施している事務事業の全般にわたって、必要性、緊急性、行

政効果等を検証し、一層の整理合理化と簡素・効率化を図る。 
 
  ○ 事務事業の整理合理化等によるコストの縮減 
  ○ 類似、関連する施策・業務の一元化 
   ・所管業務の見直し（再掲） 
  ○ ＩＴ⑦の活用による事務等の効率化 
   ・電子入札⑧、電子申請導入の研究 
  ○ 住民との協働体制の整備・充実 

   ・パブリックコメント制度⑨導入の検討 

   ・広報、ホームページの充実による情報の提供機能の強化 

 
 ⑤ 審議会、委員会等の再編 

   審議会等の統廃合及び定数等の見直しなどを行う。 
 
  ○ 審議会等の整理・統合と委員定数等の見直し 
   ・審議会、委員会の整理統合の推進 
   ・委員定数及び報酬の見直し 
   ・委員の選任方法等の検討（公募制の導入、女性選任の拡大 など） 

    
 
（2）職員の意識改革と定数等の適正化 

 

  職員の意識改革や能力開発を目的とした研修制度の充実、資格取得の推奨

などにより、住民の期待に応えられる人材の育成に努める。 

  さらに、適正な定員管理は行政改革の重要な柱の一つであることから、業

務改革の実践や適正な配置などにより、計画的に職員定数の削減を図る。 

  
 ① 職員研修制度の充実 

   住民の期待に応えられる職員の育成を目指して、意識改革、能力開発を

重点研修項目として実施する。 
 
  ○ 民間的経営感覚の醸成、政策形成や法制及び情報処理能力の開発 
  ○ 職員の意識改革と接遇サービスの向上（窓口等のサービス向上 など） 
  ○ 関係機関への派遣研修の充実 
  ○ 庁内研修の実施 
  ○ 出前講座の開設 
  ○ グループ制の活用（再掲） 
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  ○ 職員提案制度の充実と積極的な採用（再掲） 
  ○ 職員の資格取得を推奨 
 
 ② 計画的な職員定数の削減と職員費の抑制等 

   執行体制の効率化や計画的な職員定数の削減などにより、人件費総額の

抑制に努める。 
 
  ○ 定員管理の適正化計画⑩の策定 
   ・５年後の職員定数目標の設定（削減目標値の設定） 
  ○ 給与、諸手当等の見直し 
   ・常勤特別職などの給与減額 

    （Ｈ17年度から10％削減 町長、助役、収入役、教育長） 
   ・管理職手当の削減（Ｈ17年度から30％削減） 
   ・特殊勤務手当の見直し（Ｈ17年度 ２件廃止） 
   ・時間外勤務の抑制 
   ・当面は収入役を置かず同職務代理者による対応 
  ○ 勧奨退職制度の活用 
  ○ 旅費制度の再点検 
 
 
（3）持続可能な財政基盤の確立 

 
  住民へのサービス水準の維持・向上に配慮しつつ、事務事業の見直し、義

務的・管理的経費の縮減、投資的経費⑪の抑制などによって歳出全般の効率化

を図るとともに、町税等の収納率向上策の強化に努めることなどにより、持

続可能な財政基盤の確立を図る。 

 
 ① 公共投資の重点化とコスト縮減 

   地域経済等への影響にも配慮しながら、投資的経費の抑制と工事コスト

の縮減に努める。 
 
  ○ 投資の重点化などにより、町債⑫残高を前年度以下の水準に抑制 

    （臨時財政対策債⑬を除く） 
  ○ 公共事業コスト構造改革プログラムの策定 
  ○ 町単独事業の効率的な実施方法の検討 
  ○ 入札制度の検討 

   ・予定価格⑭の事前公表の検討 

   ・電子入札導入の研究（再掲） 

   ・制限付一般競争入札制度⑮の導入に向けた検討 
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 ② 義務的及び管理的経費の抑制 

   物件費などに節減目標を設けることなどによって、全般的な経費節減に

努める。 
 
  ○ 職員費の抑制（再掲） 
  ○ 庁舎等の管理方法の再点検 

   ・業務委託契約などの一元化 

   ・委託業務の再点検 

  ○ 公用車の削減 
  ○ 需用費等の節減目標の設定 
  ○ 町債の償還期間の見直し 
  ○ バス運行の在り方の検討 
 
 ③ 補助金、奨励制度の見直し 

   各種補助金等の役割、効果の再点検、時限性の設定などにより、総額の

縮減を図る。 
 
  ○ 補助金等の効果、役割の再点検などによる総額の縮減 
  ○ 新規補助金等の抑制 
   ・新規の抑制（サンセット方式⑯の適用 など） 
 
 ④ 町税等の歳入確保と負担の適正化  

   自主財源⑰と税負担の公平性を確保する観点から、町税、使用料等の収納

率向上と受益者負担の適正化を図る。 
 
  ○ 町税の徴収率の向上 
   ・徴収業務の強化  
   ・徴収率目標値の設定（前年度水準の維持） 
  ○ 口座振替納税率の向上 
   ・納税組合の解散時における勧誘 など 
  ○ 住宅、水道使用料等の徴収率向上 
  ○ 職員駐車場の使用者負担制の導入（Ｈ17年度より実施） 
  ○ 受益者負担金、使用料等の再点検 
  ○ 税負担の平準化への検討 
   ・都市計画税の在り方の検討 
  ○ ゴミの有料化制度導入に向けた検討 
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 ⑤ 遊休財産の適正管理 

   貸与財産や行政財産としての活用が見込めない財産の処分などを促進す

る。 
 
  ○ 遊休財産の処分の促進 
   ・民間を活用した処分方法などの検討 

  ○ 遊休財産の活用方法の検討 
 
 ⑥ 予算編成方法の見直し 

   経常的経費の削減や事務事業の見直しなど、財政構造の改革を推進する

とともに、行政改革の理念や視点を踏まえ、予算要求に厳しい要求限度額

を設定することなどにより、限られた財源の重点的かつ効率的な活用に努

める。 
 
  ○ 管理的経費の節減 など 
   ・光熱水費、通信費等の節減目標の設定（再掲） 
   ・印刷物の発注方法の見直し 
   ・視察研修費、交際費などの節減 
   ・業務委託契約などの一元化（再掲） 

  ○ 義務的経費⑱の縮減 
   ・経常収支比率⑲の改善目標値の設定 
   ・公債費負担比率⑳の改善目標値の設定 
   ・町債残高を前年度以下に抑制（再掲） 
   ・町債の償還期間の見直し（再掲） 
 
 
（4）公の施設管理の効率化と経営改善 

 

  既存施設の管理・運営の在り方、再編の必要性などを再点検するとともに、

指定管理者制度の活用、委託する業務の拡大など、効率と経営的な視点によ

り、最適な手法を選択することとする。 

  公営企業等についても、経営健全化方策の検討を行う。 

 
 ① 管理運営業務の民間委託の推進と施設再編 

  ○ 指定管理者制度の導入に向けた調査･検討(再掲) 

   ・各施設の管理の在り方を検証 
   ・指定管理者制度導入の検討（Ｈ18年度に制度導入予定) 
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  ○ 施設の統廃合の推進 
   ・小中学校の再編整備 
   ・その他施設の統廃合及び再編に向けた検討 
 

 ② 各事業の経営改善 

  ○ 職員の意識改革と接遇サービスの向上（再掲） 
  ○ 各事業の経営改善目標の設定 

  ○ 業務の民間委託の拡大 
  ○ 病院事業の効率的な経営に向けた対応 
   ・管理運営体制の再点検と経営改善計画の検討 
   ・医師等医療職員の確保対策の強化 など 
    
  ○ その他事業の効率的な経営に向けた対応 
   ・下水道の接続率向上策の検討（啓発活動の推進 など） 
   ・利用者ニーズに対応した柔軟な事業運営（ゴルフ練習場 など） 
   ・周辺施設等と連携した利活用プランの策定とＰＲ活動の強化 
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【用語解説】 
 

 ①『地方分権』Ｐ２ 
 国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性・

自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現しようとするものです。 
 

 

 ②『地方交付税制度』Ｐ２ 

 地方公共団体の財源不足や団体間の財政不均衡を是正し、全国どこでも標準

的な行政運営ができるように、国税の一部を地方公共団体へ交付される制度で

す。 

 

 

 ③『ワンストップ化』Ｐ４ 

 複数個所にまたがって提供されている関連手続きを、一つの窓口で行えるよ

うに業務の集約を図ることです。 
 
 
 ④『事務執行規則』Ｐ４ 
 事務の効率的かつ能率的な処理を図ることを目的に、事務を行う際の手続き

等を定めた規則です。 
 
 
 ⑤『指定管理者制度』Ｐ４ 
 従来、限定された団体しか受託できなかった公の施設管理を、地方公共団体

が指定する民間事業者等の団体（指定管理者）に行わせることができるように

なった制度。指定管理者の指定に当たっては議会の議決が必要となります。 
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 ⑥『職員提案制度』Ｐ４ 
 職員に対して町行政に関する意見や研究の成果の提出を奨励することで、職

員の意欲を高めるとともに、行政水準の向上を図ることを目的とした制度です。 
 
 
 ⑦『ＩＴ』Ｐ５ 

 「Information
インフォメーション

 Technology
テ ク ノ ロ ジ ー

」の略称です。日本語訳すると「情報技術」で、

コンピュータや通信関係技術の総称です。 
 
 
 ⑧『電子入札』Ｐ５ 
 従来の紙により行っている入札手続きを、インターネットを利用して電子的

に行えるようにしたものです。 

 
 
 ⑨『パブリックコメント制度』Ｐ５ 
 行政機関が政策の立案等を行おうとする際に、その案を公表し、住民に広く

意見や情報を提出していただく機会を設け、提出された意見等を考慮して最終

的な意思決定を行うものです。 
 
 
 ⑩『定員管理適正化計画』Ｐ６ 
 計画職員数について、自治省の掲示している定員モデル値（市町村の規模、

人口、財政状況、産業の割合等に基づき各部門の定員を示したもの）を参考と

して作成し、この計画に基づき町では、事務事業の見直し、合理化等を推進し

職員数を必要最小限にとどめるよう努力して、定員の適正化を進める計画のこ

とです。 
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 ⑪『投資的経費』Ｐ６ 
 その支出の効果が、道路、学校、住宅などの社会資本の形成に向けられ、施

設等の将来に残るものに対して支出される経費を言います。 
 
 
 ⑫『町債』Ｐ６ 
 町の長期にわたる借入金（町の借金）です。長期にわたって利用される公の

施設などの耐用年数の長い社会資本の整備については、後年度の世代もその恩

恵を受けることから、町債を活用することで、現世代の負担の軽減を図り、世

代間の負担の公平化を図る効果もあります。 
 
 
 ⑬『臨時財政対策債』Ｐ６ 
 国の交付税特別会計の財源不足に対応するための特例として、地方が発行す

るいわゆる赤字地方債で、その償還額の全額が交付税措置されるものです。こ

のため、地方交付税と臨時財政対策債を合わせて実質交付税と呼んでいます。 
 
 
 ⑭『予定価格』Ｐ６ 
 適正かつ合理的な価格として算出する契約予定金額の上限値。 
 
 
 ⑮『制限付一般競争入札制度』Ｐ６ 
 入札を適正かつ合理的に行うため、参加する者に必要な資格を定め、その資

格を有する者により入札を行わせるものです。 
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 ⑯『サンセット方式』Ｐ７ 
 予算の硬直化などを防ぐための縮減管理の有力な技法として、補助金等の予

算項目に一定期間の終期を設定して、特別の理由がなければ、期限の延長を行

わないようにするものです。 
 
 
 ⑰『自主財源』Ｐ７ 
 町税や使用料など、町が自主的に集めることのできるお金のことを言います。 
 
 
 ⑱『義務的経費』Ｐ８ 
 地方公共団体の経費のうち、人件費、扶助費、公債費などの支出が義務的で

任意で削減できない経費を言います。 
 ※扶助費：生活保護や子供、お年寄りなどに対する各種福祉の助成、手当、

医療給付などの社会保障に要する経費です。 
 ※公債費：地方公共団体が借り入れた地方債の返済に要する経費です。 
 
 
 ⑲『経常収支比率』Ｐ８ 
 経常一般財源（地方税、地方交付税などを中心とする毎年経常的に収入され

る財源で、その使途が特定されていない）に対する経常的経費（人件費、扶助

費、公債費等の義務的な性格をもつ経費）に充てられた一般財源の割合のこと

で、この値が低いほど、弾力性があり健全であると言えます。 
 
 
 ⑳『公債費負担比率』Ｐ８ 
 公債費に充てられた一般財源の一般財源総額に対する割合で、その率が高い

ほど財政運営の硬直性の高まりを示します。一般的に１５％を超えると警戒ラ

イン、２０％が危険ラインとされています。 


